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令和４年８月 第８回 神埼市農業委員会総会 議事録 

 

１ 開催日時  令和４年８月４日（木）午前９時３０分開会 

２ 開催場所  神埼市役所 ２階共用会議室 

３ 出欠者の状況 

出席委員 １３名 

欠席委員  ０名 

傍聴人   ０名 

議席番号 役職 氏名 出欠 

１ 会長 西村睦雄 出 

２ 副会長 野田 豊 出 

３ 委員 嘉村尚文 出 

４ 委員 宮地恆代 出 

５ 委員 中原和之 出 

６ 委員 貞島清秀 出 

７ 委員 重松秀明 出 

８ 委員 野副高司 出 

９ 委員 樋口康明 出 

１０ 委員 井手元博 出 

１１ 委員 島崎元次 出 

１２ 委員 田中郁英 出 

１３ 副会長 吉浦文雄 出 

 

４ 議事日程 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

８番 野副高司委員  ９番 樋口康明委員 

 

日程第２ 会議書記の指名 

事務局長 山口秀利  係長 大隈裕次 

 

日程第３ 付議事件 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について  ５件 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について  ２件 

議案第３号 農業経営基盤強化促進法 第１８条第１項の規定による 

農用地利用集積計画 所有権移転関係について  ２件 



 2 

議案第４号 農業経営基盤強化促進法 第１８条第１項の規定による 

農用地利用集積計画 利用権設定関係について  ２件 

議案第５号 農振除外申請に伴う事前審査について  １件 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について 

３件 

 
５ 説明のため出席した職員 

【農業委員会事務局職員】 

事務局長  山口秀利 

農政農地係 係長 大隈裕次 

【神埼市農政水産課】 

農業水産振興係 武藤 

 

 

６ 会議の概要 

（開会） 

事務局長 

皆様、おはようございます。 

皆様方には、本総会にご出席いただき、誠にありがとうございます。 

本日は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、円滑な議事の進行

などについて、ご理解とご協力をお願いいたします。 

それでは、着席して、議事を進めさせていただきます。 

令和４年 第８回神埼市農業委員会総会の開催にあたり、会長よりご挨

拶をお願いいたします。 

 

（会長挨拶） 

会 長 

皆様、おはようございます。 

 連日暑い中に、またコロナ関連でお気をつけていただいているこの時

期に、貴重な時間を割いていただいて本総会にご出席いただき大変あり

がとうございます。 

 先月は、私も家族がコロナに感染し、濃厚接触者ということで１週間自

宅待機となりまして、ご迷惑をおかけしました。 

 そういうことでもありますが、委員の皆様には健康に十分気をつけて

いただきたいと存じます。 

 私の集落でこの１週間に二人の方が亡くなられました。 一人は地域

の農事組合法人の会長で、家の前の田んぼで農作業中に亡くなってしま

いました。 そしてその葬式と同じ日に、他の方が家の周りの除草作業の
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途中だったかどうかですが、こちらも亡くなってしまいました。 

 二人とも私より歳は若かったものですので、何らかの基礎疾患があっ

たかもしれませんが、最近は熱中症も多いとのことで、皆様も、どうかお

体を大事にされていただきたいと存じます。 

長くなりましたけれども、只今から令和４年 第８回 神埼市農業委員会

総会を開会します。 

 

 

（総会の成立） 

事務局長 

本日の出席委員は１３名、全員出席でございます。 

ありがとうございます。 

 

（議長登壇） 

事務局長 

これより議事に入りますが、神埼市農業委員会会議規則第６条の規定に

より、会長に議長をお願いいたします。 よろしくお願いいたします。 

 

議 長 

それでは、お手元の総会次第に沿って、議事を進めます。 

○日程第１ 議事録署名委員の指名 

神埼市農業委員会 会議規則 第２１条第３項の規定に基づき、本総会

の議事録署名委員は、８番 野副委員と９番 樋口委員を指名します。 

よろしくお願いします。 

 

議 長 

○日程第２ 会議書記の指名 

本日の会議の書記は、事務局の山口局長、大隈係長を指名します。 

 

議 長 

○日程第３ 付議事件 

議案は、議案第１号から第５号までの、５議案の １２件です。 

報告は、第１号の ３件です。 

ご審議、ご決定賜りますよう、よろしくお願いします。 

 

議 長 

只今から議事に入りますが、質問のある方は、挙手をして、指名を受

けてから、必ずマイクを通して議席番号、お名前の後に発言されるよう

お願いします。 
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（議案第１号 受付番号１番の申請者は出席を求めず） 

（議案第１号 農地法第５条関係） 

議 長 

議案書の１ページをお願いします。 

議案第１号、農地法第５条の規定による許可申請について議題とします。 

申請番号１番について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第１号、申請番号１番を議案書により説明】 

それでは議案第１号、農地法第５条の規定による許可申請について説

明いたします。 

申請番号１番、申請地の所在は神埼町本堀 字○○ ○○番の外３筆の

田４筆 １，７３１㎡であります。 

転用の目的や理由、譲渡人、譲受人、施設の用途や資金などは記載のと

おりです。権利の内容は所有権の移転で、農振除外につきましては平成２

３年１２月に決定済であり、農地区分につきましては、水管、下水道管又

はガス管のうち２種類以上が埋設されている道路の沿道の区域で、かつ

概ね５００ｍ以内に２つ以上の教育施設、医療施設、その他の公共施設又

は公益的施設が存することから第３種農地と判断し、転用許可基準とし

ましては、許可し得ると判断いたします。 

位置図などは４ページと５ページに添付しております。 

その他申請に必要な書類として、土地利用計画図などがあり、資金につ

いては残高証明書があり、行政庁などとの必要な事前確認は済んでいて、

周囲に支障が無いよう計画されております。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 申請番号１番について、地区担当委員の３番 

嘉村委員のご意見をお願いします。 

 

３番 嘉村委員 【地区担当委員の意見】 

３番の嘉村です。 第１号議案の申請番号１番の申請は私の担当地区で

ございます。 

申請内容については、先ほど事務局の説明のとおりです。 

私も、地区担当の増田、太田推進委員とともに、事務局の立ち合いのも

と、申請者に現地の状況や転用の内容を確認しましたが、申請地は、○○

の事業目的に適していると思われる土地で、周囲の営農に支障が無いよ

うに計画されており地区の同意もありまして、そういうことですので問

題は無いと思われますので、みなさまのご審議をよろしくお願いいたし

ます。 
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議 長 

ありがとうございます。 これより質疑に入ります。 何かご質疑あり

ませんか。 

（質疑・応答） 

（質疑無い模様） 

議 長 

ご質疑ありませんか。 よろしいですかね。 

（はいの声あり） 

議 長 

ありがとうございます。 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 議案第１号、申請番号１番について、許可する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

ありがとうございます。 全員賛成であります。 よって本件は、原案

のとおり許可します。 

 

 

（議案第１号 受付番号２番の申請者は出席を求めず） 

（議案第１号 農地法第５条関係） 

議 長 

次に、申請番号２番について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第１号、申請番号２番を議案書により説明】 

申請番号２番、申請地の所在は神埼町姉川 字○○ ○○番の外１筆の

田２筆、２９６㎡であります。 

転用の目的や理由、貸付人、借受人、施設の用途や資金などは記載のと

おりです。権利の内容は、使用貸借による権利の設定で、農振除外につき

ましては平成２３年１２月に決定済であり、農地区分につきましては、鉄

道の駅等から概ね５００ｍ以内にある農地であることから第２種農地と

判断し、転用許可基準としましては、用地選定を行った上で周辺の他の土

地に立地することが困難な場合は許可し得るに該当すると判断します。 

位置図などにつきましては６ページと７ページに添付しております。 

その他申請に必要な書類として、土地利用計画図などがあり、資金につ

いては融資証明書及び残高証明書があり、行政庁などとの必要な事前確

認は済んでいて、周囲に支障が無いように計画されております。 
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説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 申請番号２番について、地区担当委員の６番 

貞島委員のご意見をお願いします。 

 

６番 貞島委員 【地区担当委員の意見】 

６番の貞島です。 １号議案の申請番号２番の申請は私の担当地区です。 

申請内容については、事務局の説明のとおりです。 

私も、地区担当の推進委員、申請者及び事務局とともに、現地の状況や

転用の内容を確認しましたが、申請地は、事業目的に適していると思われ

る土地で、周囲の営農に支障が無いように計画されており地区の同意も

ありますので、問題は無いと思います。 

みなさまのご審議をよろしくお願いします。 

 

議 長 

ありがとうございます。 これより質疑に入ります。 何かご質疑あり

ませんか。 

（質疑・応答） 

（質疑無い模様） 

議 長 

ご質疑ありませんか。 よろしいですかね。 

（はいの声あり） 

議 長 

ありがとうございます。 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 議案第１号、申請番号２番について、許可する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

ありがとうございます。 全員賛成であります。 よって本件は、原案

のとおり許可します。 

 

 

（議案第１号 受付番号３番の申請者は出席を求めず） 

（議案第１号 農地法第５条関係） 

議 長 
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次に、議案書の２ページをお願いします。 

申請番号３番について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第１号、申請番号３番を議案書により説明】 

申請番号３番、申請地の所在は神埼町尾崎 字○○ ○○番の外１筆の

田２筆 ４１４㎡であります。 

転用の目的や理由、譲渡人、譲受人、施設の用途や資金などは記載のと

おりです。農振除外につきましては平成２３年１２月に決定済であり、農

地区分につきましては、特定土地改良事業の受益地内であることから第

１種農地と判断し、転用許可基準としましては、住宅、その他申請に係る

土地の周辺に居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接

続して設置されるものに該当すると判断いたします。 

位置図などにつきましては８ページと９ページに添付しております。 

その他申請に必要な書類として、土地利用計画図などがあり、資金につ

いては融資証明書があり、行政庁などとの必要な事前確認は済んでいて、

周囲に支障が無いように計画されております。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 申請番号３番について、地区担当委員の２番 

野田副会長のご意見をお願いします。 

 

２番 野田副会長 【地区担当委員の意見】 

２番の野田です。 

１号議案の申請番号３番の申請は私の担当地区でございます。 

申請内容については、事務局の説明のとおりでございます。 

私も、地区担当の推進委員、申請者及び事務局とともに、７月３０日に

現地の状況や転用の内容を確認しましたが、申請地は、事業目的に適して

いると思われる土地で、周囲の営農に支障が無いように計画されており

地区の同意もありますので、問題は無いと思います。 

みなさまのご審議をよろしくお願いいたします。 

 

議 長 

ありがとうございます。 これより質疑に入ります。 何かご質疑あり

ませんか。 

（質疑・応答） 

（質疑無い模様） 

議 長 

よろしいですかね。 

（はいの声あり） 
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議 長 

ありがとうございます。 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 議案第１号、申請番号３番について、許可する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本件は、原案のとおり許可します。 

 

 

（議案第１号 受付番号４番の申請者は出席を求めず） 

（議案第１号 農地法第５条関係） 

議 長 

次に、申請番号４番について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第１号、申請番号４番を議案書により説明】 

申請番号４番、申請地の所在は神埼町城原 字○○ ○○番の畑１筆及

び一体利用の山林を併せた １，６１２㎡であります。 

転用の目的や理由、譲渡人、譲受人、施設の用途や資金などは記載のと

おりです。 

権利の内容は所有権の移転で、農振除外につきましては、令和４年４月

に決定済みであり、農地区分につきましては、中山間地域等に存在する農

業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地であること

から、第２種農地と判断し、転用許可基準としましては、周辺の他の土地

に立地することが困難な場合は許可し得るに該当すると判断します。 

位置図などは１０ページと１１ページに添付しております。 

その他申請に必要な書類として、土地利用計画図などがあり、資金につ

いては残高証明書があり、行政庁などとの必要な事前確認は済んでいて、

周囲に支障が無いように計画されております。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 申請番号４番について、地区担当委員の５番 

中原委員のご意見をお願いします。 

 

５番 中原委員 【地区担当委員の意見】 

５番の中原です。 １号議案の申請番号４番の申請は私の担当地区です。 

申請内容については、事務局の説明のとおりです。 
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私も、地区担当の宮地推進委員、申請者とともに、７月２５日に現地の

状況や転用の内容を確認しましたが、申請地は、事業目的に適していると

思われる土地で、周囲の営農に支障が無いように計画されており地区の

同意もありますので、問題は無いと思います。 

みなさまのご審議をよろしくお願いします。 

 

議 長 

ありがとうございます。 これより質疑に入ります。 何かご質疑あり

ませんか。 

 

（質疑・応答） 

議 長 

私からですが、よろしいでしょうか。 

○○施設については、県の常設審議委員会においても話題になりますが、

県内各地で農地だけでなく山林地目においてもいっぱい出ております。 

そして申請者が、国内資本よりも一見ではわからないのですが中国資本

が多いんですよ。 中間事業者としていろいろな業者が入っているので

一見では中国資本だってわからないんですよ。 

我々県の常設審議委員会でもどうしたらいいものかと議論しているん

ですけど、○○施設で申請がありますよね、その後の会社や業者への指導

をどうにかしないと、設置後何年も経過して○○能力が落ちたり、施設の

維持管理を怠っていたりしてほったらかされた場合、誰が処理をしてい

くのかということなんですね。 

転用申請する際に、申請者と事業者の間でですね、維持管理についてや

経年劣化や施設の終了、廃棄をする場合の明確な取り決めをしとかなく

ちゃいけないじゃないかと、まあ、何度か協議をしているんですね。 

まだこうしようという決め事までいってないんですが、それを県全体で

同じようにやっていかなければならないんじゃないかという事なんです。 

再生可能エネルギーってことで、全国あちこちでやっているものだから、

あと１０年ほどしたら、おそらくこれが廃棄物になってしまった時どう

すればいいかということが必ず出てくるはずだと思うんです。 

できればですね、転用申請時に、事業者が責任もって後処理しますよと

いうことを明記した取り決めを求めたいと思うんですがね。 事務局も

そう思いますよね。 それこそ簡単に業者がそういった事を認めて一文

入れてくれるかどうかってことがありますけどね。 

 

２番 野田副会長 

ほんとうに山間地にも増えましたよね。 私の担当地域でも土砂採取跡

の非農地で、その後○○になったですもんね。 
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議 長 

そうですよね。 中国資本は金にならんかったらすぐ引き上げますよ。 

だから、一文入れておけば。 できれば事務局も心掛けてもらいたい。 

絶対無かったら受付けませんっていうことはできないけど、要望として

はね。 

 

議 長 

他にご質疑などありませんか。 

（質疑無い模様） 

議 長 

よろしいでしょうか。 

（はいの声あり） 

議 長 

ありがとうございます。 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 議案第１号、申請番号４番について、許可する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

ありがとうございます。 全員賛成であります。 よって本件は、原案

のとおり許可します。 

 

 

（議案第１号 受付番号５番の申請者は出席を求めず） 

（議案第１号 農地法第５条関係） 

議 長 

次に、議案書の３ページをお願いします。 

申請番号５番について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第１号、申請番号５番を議案書により説明】 

申請番号５番、申請地の所在は千代田町下西 字○○ ○○番の田１筆

及び一体利用の宅地を併せた ５１１．４８㎡であります。 

転用の目的や理由、譲渡人、譲受人、施設の用途や資金などは記載のと

おりです。農振除外につきましては令和４年４月に決定済であり、農地区

分につきましては、特定土地改良事業の受益地内であることから第１種

農地と判断し、転用許可基準としましては、住宅、その他申請に係る土地
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の周辺に居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続し

て設置されるものに該当すると判断します。 

位置図などは１２ページと１３ページに添付しております。 

その他申請に必要な書類として、土地利用計画図などがあり、資金につ

いては融資証明書があり、行政庁などとの必要な事前確認は済んでいて、

周囲に支障が無いよう計画されております。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 申請番号５番について、地区担当委員の１０番 

井手委員のご意見をお願いします。 

 

１０番 井手委員 【地区担当委員の意見】 

１０番の井手です。 １号議案の申請番号５番の申請は私の担当地区で

す。 申請内容につきましては、事務局の説明のとおりです。 

私も、７月２９日に申請者と地区担当の委員、推進委員とともに事務局

の立ち合いにて、現地の状況や転用の内容を確認しました。 

申請地は、事業目的に適している土地だと思います。 位置図を見てい

ただくとわかるように、地区内にある空き地のようになっていまして周

囲の営農に支障が無いというところで、そこで計画されており地区の同

意もありますので、問題は無いと思いますので、みなさまのご審議をよろ

しくお願いいたします。 

 

議 長 

ありがとうございます。 これより質疑に入ります。 何かご質疑あり

ませんか。 

（質疑・応答） 

（質疑無い模様） 

議 長 

よろしいですかね。 

（はいの声あり） 

議 長 

ありがとうございます。 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 議案第１号、申請番号５番について、許可する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 
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ありがとうございます。 全員賛成であります。 よって本件は、原案

のとおり許可します。 

 

 

（議案第２号 農地法第３条関係） 

議 長 

次に、議案書の１４ページをお願いします。 

議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請について審議します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第２号、議案書を基に説明】 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について説明いたし

ます。 

申請番号１番と２番は、共に所有権の移転です。 

１番は、親子間で農地を贈与するもので、位置図は１５ページに添付

しております。 宅地に隣接した畑の贈与であります。 

２番は、兄弟間で農地を贈与するもので、位置図は１６ページに添付

しております。 これまでも、譲り受け人である弟さんが実耕作者であ

ったとお聞きしております。 

許可申請の要件は、農地法第３条の各号にある許可基準を満たしてお

ります。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありま

せんか。 

（質疑・応答） 

（質疑無い模様） 

議 長 

よろしいですかね。 

（はいの声あり） 

議 長 

ありがとうございます。 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 議案第２号について、許可することに賛成の方

の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 
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ありがとうございます。 全員賛成であります。 よって本件は、原案

のとおり許可します。 

 

 

（議案第３号 基盤強化促進法第１８条第１項 所有権移転関係） 

議 長 

次に、議案書の１７ページをお願いします。 

議案第３号、農業経営基盤強化促進法 第１８条第１項の規定による 

農用地利用集積計画、所有権移転関係について議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第３号、議案書を基に説明】 

議案第３号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農

用地利用集積計画 所有権移転関係について説明いたします。 

 申請番号１番と２番は、農業経営基盤強化を促進する農地売買等事業

の規定に基づき、譲り渡し人の申出により、農地のあっせん売買の調整を

委ねられた農振・農用地区域内の農地について、地区担当委員などによる

調整活動を経て、地域の担い手や認定農業者、農事組合法人の中心構成員

などへ農地を集積・集約する目的で、佐賀県農業公社が一旦農地を買い入

れる事業であります。 

申請内容は、左から、土地の所在、地番、地目、面積、１０ａ当りの価

格および譲り渡し人、譲り受け人は一時買入れをする佐賀県農業公社で

ございます。 そして売買価格や移転、引渡し予定時期などとなっており

ます。 

どちらの申請農地も、千代田町﨑村○○地区内であり、位置図を１８ペ

ージに添付しております。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありま

せんか。 

（質疑・応答） 

（質疑無い模様） 

議 長 

よろしいですかね。 

（はいの声あり） 

議 長 

ありがとうございます。 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 

（採決） 
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議 長 

これより採決します。 議案第３号、農用地利用集積計画、所有権移転

関係について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

ありがとうございます。 全員賛成であります。 よって本件は、原案

のとおり決定します。 

 

 

（議案第４号 基盤強化促進法第１８条第１項 利用権設定関係） 

議 長 

次に、別冊の議案第４号をお願いします。 

農業経営基盤強化促進法、第１８条第１項の規定による、農用地利用 

集積計画、利用権設定関係について議題とします。 

最初に、１ページの総括表について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第４号、議案書の総括表を基に説明】 

議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農

用地利用集積計画 利用権設定関係について説明いたします。 

法令に基づき農業経営基盤強化促進事業を実施する場合は、市町村は

利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て定めなければならない、

となっておりますので、総会での議決を求めるものであります。 

まずは議案書１ページの総括表を説明いたします。 

利用権設定関係総括表 

神埼町、新規２件。 内訳は、田６筆 １１，４４７㎡ 

今回の申出は同件のみでしたので、神埼市の合計も同数となっており

ます。 

なお、説明しましたすべての案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条

第３項に規定された各要件を満たしていると考えます。 

総括表による説明は以上です。 

 

 

議 長 

総括表の説明が終わりました。 

次に、議案書２ページの農用地利用集積計画 神埼町新規について審議

します。 事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第４号、議案書を基に説明】 

議案書２ページの、神埼町新規の申し出について説明いたします。 
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申請内容は、左から、土地の所在、地番、地目、面積、１０aあたりの

賃料、貸付人、借受人、それぞれの経営面積、利用目的、借賃料、そして

設定の始期、終期となっております。 

設定する内容は、田６筆 １１，４４７㎡です。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありま

せんか。 

 

（質疑・応答） 

（質疑無い模様） 

議 長 

よろしいですかね。 

（はいの声あり） 

議 長 

ありがとうございます。 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 農用地利用集積計画、神埼町新規について、 

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

ありがとうございます。 全員賛成であります。 よって本件は、原案

のとおり決定します。 

 

 

（議案第５号の農政水産課説明者が入室、着席を確認） 

（議案第５号 農振除外申請に伴う事前審査） 

議 長 

次に、別冊の議案第５号をお願いします。 

農振除外申請に伴う事前審査について、農政水産課の説明を求めます。 

 

農政水産課 【議案第５号、議案書を基に説明】 

農政水産課の 武藤と申します。 

議案第５号 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第３条の２第

１項の規定により 神埼市農業振興地域整備計画の変更に伴う事前審査

について説明いたします。着席して説明させていただきます。 

１ページの 農振除外申請に伴う 事前審査総括表をお開きください。 
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神埼町１件の申請となっております。 

説明につきましては、総括表の項目順に地区名、変更理由、地目、面積

の順に説明をさせていただきます。 

神埼町永歌地区の ○○として、田５筆で 面積 ７，６０３㎡ となって

おります。 

こちらの事業は、土地収用法により公益性の高い事業として県から事業

認定を受ける見込みであるため、通常の農振除外処理で必要となる県と

の変更協議や変更案の公告縦覧などが不要となります。 

また、一部の農地において暗渠排水が平成２６年度に施工され、１０年

未経過となっております。 こちらに関しては、国の補助が入っているた

め九州農政局と財産処分に関する調整を行っているところです。 

このほか、申請人、申請地番、資料ページ数については記載のとおりと

なっておりますので、お目通しをお願いいたします。 

神埼市農振除外申請による説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありま

せんか。 

（質疑・応答） 

（３番嘉村委員挙手 議長指名する） 

３番 嘉村委員 

 申請地には、現在管理不十分で荒れていますがハウスがありますが、そ

れは施設補助金や営農の関係など気になりますが、この現状を解決する

ことも踏まえて農振除外や農地転用することになったのでしょうか。 

 

農政水産課 

 この県の許可というのが、○○を整備したいという申請に基づいて、社

会教育の観点上公益性の高いという判断をされたので、ここに問題のハ

ウスがあるからとかなど考慮した上で結果が出ているかどうかは、こち

らではわからないです。 

○○の整備で申請地が公益的にもふさわしいということで事業の認定

ができるものとなります。 

 

（８番野副委員挙手 議長指名する） 

８番 野副委員 

 現在の○○が河川に隣接していますので、河川改修などといった事業

に関係するから移転しなければならなくなったということでしょうか。 

 

農政水産課 
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 申請段階では、河川改修との関係は触れてはありませんが、申請理由と

しましては、○○も古くなっているということと、○○の駐車場が横断歩

道を渡らないと○○にたどり着けない位置にあるので、危険防止の点か

らも同じ敷地内に駐車場を整備したいということも含めて申請内容とな

ってあります。 

 

議 長 

他にご質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

議 長 

ありがとうございます。 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 農振除外申請に伴う事前審査について、原案の

とおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本件は、原案のとおり承認します。 

農政水産課の担当者は退出してください。 おつかれさまでした。 

 

（議案第５号の農政水産課説明者の退室を確認） 

 

 

（報告第１号 農地法第１８条第６項の通知関係） 

議 長 

次に、別冊の報告第１号をご覧ください。 

報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知の確認についての

報告です。 事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【報告第１号、報告書を基に説明】 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について

報告いたします。 

農地法第１８条第１項ただし書きの各号の規定により、農地の賃貸借

について合意による解約などが行われた場合は、同法施行規則第６６条

により、農業委員会に通知しなければならないとなっておりますので、受

理したものを報告いたします。 

内容は、農地中間管理事業法や農業経営基盤強化促進法による賃貸借

契約の合意解約で、この後は、農地転用や農地売買等事業の申出がなされ
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ております。 報告は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 ご質疑ありませんか。 

 

（質疑無い模様） 

議 長 

よろしいですかね。 

（はいの声あり） 

議 長 

ありがとうございます。 それでは、報告第１号については以上で終わ

ります。 

 

 

議 長 

以上で、本総会に付議された議案の審議は、全て終了しました。 

これをもちまして、令和４年 第８回神埼市農業委員会総会を閉会します。 

ご審議ありがとうございました。 

 

１０時２０分 閉 会 


